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(57)【要約】
　カートリッジ（１６）、気化器セクション（１４）、
および電源セクション（１２）を備えるエアロゾル発生
システム（１０）が提供されている。カートリッジ（１
６）は、カートリッジ空気吸込み口（４２）およびカー
トリッジ空気出口（４４）を画定するカートリッジハウ
ジング（４０）を備え、カートリッジ空気吸込み口（４
２）は、カートリッジハウジング（４０）の壁部分（４
５）を通って延びる。カートリッジ（１６）はまた、カ
ートリッジハウジング（４０）の中に位置付けられた固
体エアロゾル形成基体（４６）を備える。気化器セクシ
ョン（１４）は、気化器空気吸込み口（２７）および気
化器空気出口（３０）を画定する気化器ハウジング（１
８）を備え、気化器空気出口（３０）は気化器ハウジン
グ（１８）の壁部分（３１）を通って延びる。気化器ハ
ウジング（１８）は、カートリッジ（１６）の少なくと
も一部分を受容するように構成されている。気化器セク
ション（１４）はまた、各々が気化器ハウジング（１８
）の中に位置付けられた電気ヒーター（３８）および液
体エアロゾル形成基体（３２）を備える。カートリッジ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エアロゾル発生システムであって、
　カートリッジであって、
　　カートリッジ空気吸込み口およびカートリッジ空気出口を画定するカートリッジハウ
ジングであって、前記カートリッジ空気吸込み口が前記カートリッジハウジングの壁部分
を通って延びる、カートリッジハウジングと、
　前記カートリッジハウジング内に位置付けられた固体エアロゾル形成基体と、を備える
カートリッジと、
　気化器セクションであって、
　　気化器空気吸込み口および気化器空気出口を画定する気化器ハウジングであって、前
記気化器空気出口が前記気化器ハウジングの壁部分を通って延び、前記気化器ハウジング
が前記カートリッジの少なくとも一部分を受容するように構成されている、気化器ハウジ
ングと、
　　各々が前記気化器ハウジングの中に位置付けられた電気ヒーターおよび液体エアロゾ
ル形成基体と、を備え、
　　前記カートリッジおよび前記気化器セクションは、前記気化器セクションが前記カー
トリッジを受容する時に、前記カートリッジハウジング壁部分が前記気化器ハウジング壁
部分に当接するように構成されていて、
　　前記気化器セクションに対する前記カートリッジの回転配向が可変であり、前記カー
トリッジ空気吸込み口と前記気化器空気出口との間の重複の量が、異なる回転配向の間で
変動する、気化器セクションと、
　電力を前記電気ヒーターに供給するための電源を備える電源セクションと、を備える、
エアロゾル発生システム。
【請求項２】
　前記気化器ハウジングが、前記カートリッジハウジングの上流端を受容するためのくぼ
みを画定する、請求項１に記載のエアロゾル発生システム。
【請求項３】
　前記カートリッジハウジング壁部分が前記カートリッジハウジングの上流端壁を形成し
、かつ前記気化器ハウジング壁部分が前記くぼみの上流端壁を形成する、請求項２に記載
のエアロゾル発生システム。
【請求項４】
　前記気化器セクションに対する前記カートリッジの前記回転配向が連続的に可変となる
ように、前記カートリッジハウジングの前記上流端および前記くぼみが各々、円形断面形
状を有する、請求項２または３に記載のエアロゾル発生システム。
【請求項５】
　前記気化器に対して前記カートリッジの複数の個別の回転配向を画定するように、前記
カートリッジハウジングの前記上流端および前記くぼみが各々、多角形の断面形状を有す
る、請求項２または３に記載のエアロゾル発生システム。
【請求項６】
　前記気化器空気出口および前記カートリッジ空気吸込み口の各々が半円形形状を有する
、請求項１～５のいずれか一項に記載のエアロゾル発生システム。
【請求項７】
　前記カートリッジハウジングが第一の区画および第二の区画を画定し、前記固体エアロ
ゾル形成基体が前記第一の区画の中に位置付けられ、前記カートリッジ空気吸込み口が、
前記第一の区画と流体連通する第一のカートリッジ空気吸込み口と、前記第二の区画と流
体連通する第二のカートリッジ空気吸込み口と、を備える、請求項１～５のいずれか一項
に記載のエアロゾル発生システム。
【請求項８】
　前記カートリッジが、前記第二の区画の中に位置付けられた第二のエアロゾル形成基体
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をさらに備える、請求項７に記載のエアロゾル発生システム。
【請求項９】
　前記第二のエアロゾル形成基体が風味剤を含む、請求項８に記載のエアロゾル発生シス
テム。
【請求項１０】
　前記気化器空気出口と前記第一のカートリッジ空気吸込み口および第二のカートリッジ
空気吸込み口の各々との間の重複の量が、前記気化器セクションに対する前記カートリッ
ジの異なる回転配向の間で可変となるように構成されている、請求項７、８、または９に
記載のエアロゾル発生システム。
【請求項１１】
　前記気化器空気出口と前記第二のカートリッジ空気吸込み口との間の重複の量が減少す
るにつれて、前記気化器空気出口と前記第一のカートリッジ空気吸込み口との間の重複の
量が増加するように構成されている、請求項１０に記載のエアロゾル発生システム。
【請求項１２】
　前記気化器空気出口、前記第一のカートリッジ空気吸込み口、および前記第二のカート
リッジ空気吸込み口の各々が、半円形形状を有する、請求項７～１１のいずれか一項に記
載のエアロゾル発生システム。
【請求項１３】
　前記カートリッジハウジングの外表面上に提供された第一のしるしと、前記気化器ハウ
ジングの外表面上に提供された第二のしるしとをさらに備え、前記第一のしるしおよび前
記第二のしるしが協働して、前記気化器セクションに対する前記カートリッジの前記回転
配向を示す、請求項１～１２のいずれか一項に記載のエアロゾル発生システム。
【請求項１４】
　前記固体エアロゾル形成基体がたばこを含む、請求項１～１３のいずれか一項に記載の
エアロゾル発生システム。
【請求項１５】
　前記液体エアロゾル形成基体がニコチン含有液体を含む、請求項１～１４のいずれか一
項に記載のエアロゾル発生システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エアロゾル発生システムを通る可変気流を可能にするように構成されたエア
ロゾル発生システムに関する。本発明は、電気的に作動する喫煙システムとして特定の用
途がある。
【背景技術】
【０００２】
　エアロゾル発生システムの一つのタイプは、電気的に作動する喫煙システムである。周
知の手持ち式の電気的に作動する喫煙システムは典型的に、電池と、制御電子回路と、エ
アロゾル形成基体を加熱するための電気ヒーターとを備えるエアロゾル発生装置を備える
。エアロゾル形成基体はエアロゾル発生装置の一部の中に収容されてもよい。例えば、エ
アロゾル発生装置は、ニコチン溶液などの液体エアロゾル形成基体が貯蔵される液体貯蔵
部分を備えてもよい。しばしば「ｅシガレット」と呼ばれるこうした装置は典型的に、複
数の従来の紙巻たばこを消費するのに相当する吸煙回数を提供するために十分な液体エア
ロゾル形成基体を含有する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　従来の紙巻たばこを消費する体験をより忠実にシミュレートする体験をｅシガレットユ
ーザーに提供する試みにおいて、一部の装置はｅシガレット構成をたばこ由来の基体と組
み合わせて、ユーザーによって吸入されるエアロゾルにたばこの味覚を付与することを試
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みている。しかしながら、こうした装置は典型的に、ユーザーが喫煙の体験をカスタマイ
ズするためのいかなる手段も提供しない。
【０００４】
　周知の装置でのこれらの問題の少なくとも一部を低減または除去するエアロゾル発生シ
ステムを提供することが望ましいことになる。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明によると、カートリッジと、気化器セクションと、電源セクションとを備えるエ
アロゾル発生システムが提供されている。カートリッジは、カートリッジ空気吸込み口お
よびカートリッジ空気出口を画定するカートリッジハウジングを備え、カートリッジ空気
吸込み口はカートリッジハウジングの壁部分を通って延びる。カートリッジはまた、カー
トリッジハウジングの中に位置付けられた固体エアロゾル形成基体を備える。気化器セク
ションは、気化器空気吸込み口および気化器空気出口を画定する気化器ハウジングを備え
、気化器空気出口は気化器ハウジングの壁部分を通って延びる。気化器ハウジングは、カ
ートリッジの少なくとも一部分を受容するように構成されている。気化器セクションはま
た、各々が気化器ハウジングの中に位置付けられた電気ヒーターおよび液体エアロゾル形
成基体を備える。カートリッジおよび気化器セクションは、気化器セクションがカートリ
ッジを受容する時に、カートリッジハウジング壁部分が気化器ハウジング壁部分に当接す
るように構成されている。気化器セクションに対するカートリッジの回転配向は可変であ
り、カートリッジ空気吸込み口と気化器空気出口との間の重複の量は、異なる回転配向の
間で可変である。電源セクションは、電力を電気ヒーターに供給するための電源を備える
。
【０００６】
　本明細書で使用される「エアロゾル形成基体」という用語は、エアロゾルを形成するこ
とができる揮発性化合物を放出する能力を有する基体を説明するために使用されている。
本発明によるエアロゾル発生システムのエアロゾル形成基体から生成されるエアロゾルは
、可視であってもよく、または不可視であってもよく、またベイパー（例えば、室温にて
通常、液体または固体である物質の、気体状態の微粒子）、ならびに気体および凝縮され
たベイパーの液体の液滴を含んでもよい。
【０００７】
　本発明によるエアロゾル発生システムは有利なことに、エアロゾル発生システムを通る
気流の変動を容易にする。気流の変動は有利なことに、エアロゾル発生システムの引き出
し抵抗を変える場合がある。エアロゾル発生システムを通る気流の変動は、固体エアロゾ
ル形成基体を通る気流と、固体エアロゾル形成基体を迂回する気流との比を有利にも変え
る場合がある。有利なことに、エアロゾル発生システムを通る気流の変動は、ユーザーが
ユーザー体験をカスタマイズすることを容易にする。
【０００８】
　エアロゾル発生システムは、約６０～約１２０水柱ミリメートルの間で可変である引き
出し抵抗を有してもよい。
【０００９】
　気化器ハウジングは、カートリッジハウジングの上流端を受容するためのくぼみを画定
することが好ましい。有利なことに、カートリッジハウジングの上流端を受容するための
くぼみを提供することは、ユーザーが気化器セクションにカートリッジを係合するのを容
易にする場合がある。有利なことに、くぼみは、エアロゾル発生システムの使用中にカー
トリッジが気化器セクションと係合している状態を保持する場合がある。
【００１０】
　くぼみとカートリッジハウジングの上流端とは、エアロゾル発生システムの使用中にカ
ートリッジハウジングの上流端がくぼみ内に締まり嵌めによって保持されるように、サイ
ズが決められることが好ましい。
【００１１】
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　くぼみの断面形状は、カートリッジハウジングの上流端の断面形状と実質的に同一であ
ることが好ましい。
【００１２】
　くぼみは、気化器セクションに対するカートリッジの複数の回転配向においてカートリ
ッジハウジングの上流端を受容するように構成されている。カートリッジの各回転配向に
おけるカートリッジ空気吸込み口と気化器空気出口との間の重複の量は、カートリッジの
その他の回転配向のうちの少なくとも一つにおけるカートリッジ空気吸込み口と気化器空
気出口との間の重複の量とは異なることが好ましい。カートリッジの各回転配向における
カートリッジ空気吸込み口と気化器空気出口との間の重複の量は、カートリッジのその他
の各々の回転配向におけるカートリッジ空気吸込み口と気化器空気出口との間の重複の量
とは異なることがより好ましい。
【００１３】
　カートリッジの回転配向のうちの少なくとも一つにおいて、カートリッジ空気吸込み口
と気化器空気出口との間には実質的に重複が無いことが好ましい。カートリッジ空気吸込
み口と気化器空気出口との間に実質的に重複が無い回転配向を提供することは有利なこと
に、エアロゾル発生システムが使用されていない時にエアロゾル発生システムを通る気流
を防止できる場合がある。
【００１４】
　カートリッジハウジング壁部分は、カートリッジハウジングの上流端壁を形成し、また
気化器ハウジング壁部分はくぼみの上流端壁を形成することが好ましい。カートリッジハ
ウジングの上流端がくぼみの中に受容された時、カートリッジハウジングの上流端壁はく
ぼみの上流端壁に当接する。有利なことに、二つの上流端壁が当接することは、気化器空
気出口からの気流がカートリッジ空気吸込み口の中へのみ直接流れることができることを
確実にする。有利なことに、これは、カートリッジ空気吸込み口と気化器空気出口との間
の重複の量と、エアロゾル発生システムの引き出し抵抗との間の直接的な相関を確実にす
る場合がある。気化器セクションに対するカートリッジの少なくとも一つの回転配向にお
いてカートリッジ空気吸込み口と気化器空気出口との間の重複が実質的に無い実施形態に
おいて、二つの上流端壁に当接することは有利なことに、エアロゾル発生システムを通る
気流の防止を容易にする場合がある。
【００１５】
　カートリッジハウジングの上流端およびくぼみは、気化器セクションに対するカートリ
ッジの回転配向が連続的に可変となるように、各々が円形断面形状を有する場合がある。
【００１６】
　有利なことに、円形断面形状を有するカートリッジハウジングの上流端およびくぼみを
提供することは、カートリッジハウジングの上流端をくぼみから取り外すことなく、カー
トリッジの回転配向を変動できるようにする場合がある。
【００１７】
　有利なことに、気化器セクションに対するカートリッジの連続的に可変である回転配向
を提供することは、最大引き出し抵抗と最小引き出し抵抗との間の引き出し抵抗の連続的
な変動をエアロゾル発生システムに提供する場合がある。最大引き出し抵抗は、カートリ
ッジ空気吸込み口と気化器空気出口との間の重複の量が最小である時に生じてもよい。最
小引き出し抵抗は、カートリッジ空気吸込み口と気化器空気出口との間の重複の量が最大
である時に生じてもよい。
【００１８】
　カートリッジハウジングの上流端およびくぼみは各々、気化器に対するカートリッジの
複数の個別の回転配向を画定する多角形の断面形状を有してもよい。有利なことに、複数
の個別の回転配向は、エアロゾル発生システムの複数の個別かつ所定の引き出し抵抗の値
に対応してもよい。
【００１９】
　カートリッジ空気吸込み口および気化器空気出口の各々は、任意の適切なサイズおよび
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形状を有してもよい。カートリッジ空気吸込み口および気化器空気出口は、実質的に同一
のサイズおよび形状を有してもよい。カートリッジ空気吸込み口は、気化器空気出口と比
較して、異なるサイズおよび異なる形状のうちの少なくとも一つを有してもよい。
【００２０】
　気化器空気出口およびカートリッジ空気吸込み口の各々は、半円形形状を有してもよい
。半円形気化器空気出口および半円形カートリッジ空気吸込み口は、カートリッジハウジ
ングの上流端およびくぼみが各々、円形断面形状を有する実施形態において特に好ましい
場合がある。有利なことに、半円形気化器空気出口と半円形カートリッジ空気吸込み口と
の組み合わせは、気化器空気吸込み口とカートリッジ空気出口との間に実質的に重複が無
い回転配向を保持する一方で、気化器空気出口とカートリッジ空気吸込み口との間の重複
の最大量を提供する場合がある。
【００２１】
　カートリッジハウジングは、固体エアロゾル形成基体が中に位置付けられている単一の
区画を画定してもよい。
【００２２】
　カートリッジハウジングは第一の区画および第二の区画を画定してもよく、固体エアロ
ゾル形成基体は第一の区画の中に位置付けられ、カートリッジ空気吸込み口は、第一の区
画と流体連通する第一のカートリッジ空気吸込み口と、第二の区画と流体連通する第二の
カートリッジ空気吸込み口とを備える。有利なことに、第二のカートリッジ空気吸込み口
と組み合わせた第二の区画は、第一の区画の中に位置付けられた固体エアロゾル形成基体
を迂回するカートリッジを通る第二の気流経路を提供してもよい。
【００２３】
　カートリッジ空気出口は、第一の区画と流体連通する第一のカートリッジ空気出口と、
第二の区画と流体連通する第二のカートリッジ空気出口とを備えることが好ましい。第一
のカートリッジ空気吸込み口および第一のカートリッジ空気出口が第一の区画を介して相
互に流体連通するように、第一のカートリッジ空気吸込み口はカートリッジハウジングの
上流端に位置付けられ、かつ第一のカートリッジ空気出口はカートリッジハウジングの下
流端に位置付けられることが好ましい。第二のカートリッジ空気吸込み口および第二のカ
ートリッジ空気出口が第二の区画を介して相互に流体連通するように、第二のカートリッ
ジ空気吸込み口はカートリッジハウジングの上流端に位置付けられ、かつ第二のカートリ
ッジ空気出口はカートリッジハウジングの下流端に位置付けられることが好ましい。
【００２４】
　エアロゾル発生システムは、気化器空気出口と第一のカートリッジ空気吸込み口および
第二のカートリッジ空気吸込み口の各々との間の重複の量が、気化器セクションに対する
カートリッジの異なる回転配向の間で可変となるように構成されていることが好ましい。
エアロゾル発生システムは、気化器空気出口と第二のカートリッジ空気吸込み口との間の
重複の量が減少するにつれて、気化器空気出口と第一のカートリッジ空気吸込み口との間
の重複の量が増加するように構成されていることが好ましい。エアロゾル発生システムは
、気化器空気出口と第一のカートリッジ空気吸込み口との間の重複の量が減少するにつれ
て、気化器空気出口と第二のカートリッジ空気吸込み口との間の重複の量が増加するよう
に構成されていることが好ましい。有利なことに、こうした配置は、第一の区画を通る気
流の量と、第二の区画を通る気流の量との比をユーザーが変化させることを可能にする。
【００２５】
　気化器空気出口、第一のカートリッジ空気吸込み口、および第二のカートリッジ空気吸
込み口の各々は、半円形形状を有してもよい。これは、カートリッジハウジングの上流端
およびくぼみが各々、円形断面形状を有する実施形態において特に好ましい場合がある。
こうした配置は、エアロゾル発生システムを通るすべての気流が第一の区画を経由する構
成と、エアロゾル発生システムを通るすべての気流が第二の区画を経由する構成との間の
、エアロゾル発生システムを通る気流の連続的な変動を容易にする場合がある。これらの
構成の各々の間で、エアロゾル発生システムを通る気流は、第一の区画と第二の区画との
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間で分割されてもよい。カートリッジの回転配向が変わるにつれて、気化器空気出口と第
一のカートリッジ空気吸込み口との間の重複の量は、気化器空気出口と第二のカートリッ
ジ空気吸込み口との間の重複の量に反比例することが好ましい。
【００２６】
　気化器空気出口は半円形形状を有してもよく、また第一のカートリッジ空気吸込み口お
よび第二のカートリッジ空気吸込み口の各々は四半円形形状を有してもよい。この構成は
、第一および第二のカートリッジ空気吸込み口の各々が半円形である前述の実施形態と同
一の利点を提供し、また追加的な利点を提供する。半円形の気化器出口を四半円形の第一
および第二のカートリッジ空気吸込み口と組み合わせて提供することは、第一のカートリ
ッジ空気吸込み口の一部またはすべてが気化器空気出口と重複し、かつ第二のカートリッ
ジ空気吸込み口のいかなる部分も気化器空気出口と重複しないカートリッジの回転配向を
可能にする。半円形の気化器出口を四半円形の第一および第二のカートリッジ空気吸込み
口と組み合わせて提供することは、第二のカートリッジ空気吸込み口の一部またはすべて
が気化器空気出口と重複し、かつ第一のカートリッジ空気吸込み口のいかなる部分も気化
器空気出口と重複しないカートリッジの回転配向を可能にする。半円形の気化器出口を四
半円形の第一および第二のカートリッジ空気吸込み口と組み合わせて提供することは、気
化器空気出口が第一のカートリッジ空気吸込み口および第二のカートリッジ空気吸込み口
のいずれとも重複しないカートリッジの回転配向を可能にする。
【００２７】
　第二の区画は、固体エアロゾル形成基体を迂回する気流経路を提供するためのバイパス
区画であってもよい。有利なことに、これは、液体エアロゾル形成基体からの揮発性化合
物と、使用中にエアロゾル発生システムからユーザーに送達される固体エアロゾル形成基
体からの揮発性化合物との比をユーザーが変えることを可能できる場合がある。例えば、
第一のカートリッジ空気吸込み口と気化器空気出口との間の重複の量を低減すること、お
よび第二のカートリッジ空気吸込み口と気化器空気出口との間の重複の量を増加すること
は、液体エアロゾル形成基体から送達される揮発性化合物の量と比較して、固体エアロゾ
ル形成基体から送達される揮発性化合物の量を低減させる場合がある。
【００２８】
　第二の区画は実質的に空であってもよい。第二の空気吸込み口は、第一の区画と比較し
て、より低い第二の区画の引き出し抵抗に合わせるために、第一の空気吸込み口よりも小
さくてもよい。
【００２９】
　カートリッジは、第二の区画の中に位置付けられたフィルター材料を含んでもよい。
【００３０】
　カートリッジは、第二の区画の中に位置付けられた第二のエアロゾル形成基体を備えて
もよい。有利なことに、これは、固体エアロゾル形成基体からの揮発性化合物と、使用中
にエアロゾル発生システムからユーザーに送達される第二のエアロゾル形成基体からの揮
発性化合物との比をユーザーが変えることを可能にできる場合がある。有利なことに、こ
の配置は、使用中にエアロゾル発生システムによって送達された風味プロファイルをユー
ザーが変えることを可能にできる場合がある。すなわち、ユーザーは、第二のエアロゾル
形成基体から送達された風味の量と比較して、固体エアロゾル形成基体から送達された風
味の量を変化させてもよい。
【００３１】
　第二のエアロゾル形成基体は第二の液体エアロゾル形成基体を含んでもよい。第二のエ
アロゾル形成基体は第二の固体エアロゾル形成基体を含んでもよい。
【００３２】
　液体エアロゾル形成基体、固体エアロゾル形成基体、および（存在する場合）第二のエ
アロゾル形成基体の各々は、風味剤を含んでもよい。風味剤はメントールを含んでもよい
。
【００３３】
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　エアロゾル発生システムは、カートリッジハウジングの外表面上に提供された第一のし
るしと、気化器ハウジングの外表面上に提供された第二のしるしとをさらに備えてもよく
、第一のしるしおよび第二のしるしは協働して、気化器セクションに対するカートリッジ
の回転配向を示す。有利なことに、これは、気化器セクションに対するカートリッジの所
望の回転配向を設定する上でユーザーを支援する場合がある。
【００３４】
　気化器セクションは多孔性担体材料を含んでもよく、ここで液体エアロゾル形成基体は
多孔性担体材料上に提供されている。有利なことに、多孔性担体材料上に液体エアロゾル
形成基体を提供することは、液体エアロゾル形成基体が気化器セクションから漏れるリス
クを低減できる場合がある。
【００３５】
　多孔性担体材料は、液体エアロゾル形成基体に対して透過性であり、かつ液体エアロゾ
ル形成基体が多孔性担体材料を通して移動することを可能にする任意の適切な材料または
材料の組み合わせを含んでもよい。材料または材料の組み合わせは、液体エアロゾル形成
基体に対して不活性であることが好ましい。多孔性担体材料は毛細管材料であってもよく
、または毛細管材料でなくてもよい。多孔性担体材料は、液体エアロゾル形成基体の分散
および拡散を改善する親水性の材料を含んでもよい。これは、一貫したエアロゾル形成を
支援する場合がある。特定の好ましい材料（複数可）は、液体エアロゾル形成基体の物理
的特性に依存することになる。適切な材料の例は毛細管材料であり、例えば海綿体または
発泡体材料、繊維または焼結粉末の形態のセラミック系またはグラファイト系の材料、発
泡性の金属またはプラスチックの材料、例えば紡糸または押出成形された繊維（セルロー
スアセテート、ポリエステル、または結合されたポリオレフィン、ポリエチレン、テリレ
ンもしくはポリプロピレン繊維、ナイロン繊維またはセラミックなど）で作製された繊維
性材料である。多孔性担体材料は、異なる液体物理的特性を有して使用されるように、任
意の適切な空隙率を有してもよい。
【００３６】
　固体エアロゾル形成基体は、たばこを含んでもよい。固体エアロゾル形成基体は、加熱
に伴い基体から放出される揮発性のたばこ風味化合物を含有するたばこ含有材料を含んで
もよい。
【００３７】
　固体エアロゾル形成基体は、脱プロトン化ニコチンを含有するたばこを含んでもよい。
たばこの中のニコチンを脱プロトン化することは有利なことに、ニコチンの揮発性を増大
させる場合がある。ニコチンは、たばこをアルカリ化処理に供することによって脱プロト
ン化されてもよい。
【００３８】
　固体エアロゾル形成基体は非たばこ材料を含んでもよい。固体エアロゾル形成基体は、
たばこ含有材料および非たばこ含有材料を含んでもよい。
【００３９】
　固体エアロゾル形成基体は少なくとも一つのエアロゾル形成体を含んでもよい。本明細
書で使用される「エアロゾル形成体」という用語は、使用時にエアロゾルの形成を容易に
する任意の適切な周知の化合物または化合物の混合物を説明するために使用されている。
適切なエアロゾル形成体としては、多価アルコール（プロピレングリコール、トリエチレ
ングリコール、１，３－ブタンジオール、およびグリセリンなど）、多価アルコールのエ
ステル（グリセロールモノアセテート、ジアセテート、もしくはトリアセテートなど）、
およびモノカルボン酸、ジカルボン酸、またはポリカルボン酸の脂肪族エステル（ドデカ
ン二酸ジメチルおよびテトラデカン二酸ジメチルなど）が挙げられるが、これらに限定さ
れない。
【００４０】
　好ましいエアロゾル形成体は、プロピレングリコール、トリエチレングリコール、１，
３－ブタンジオールおよび最も好ましくはグリセリンなどの多価アルコールまたはその混
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合物である。
【００４１】
　固体エアロゾル形成基体は単一のエアロゾル形成体を含んでもよい。別の方法として、
固体エアロゾル形成基体は、二つ以上のエアロゾル形成体の組み合わせを含んでもよい。
【００４２】
　固体エアロゾル形成基体のエアロゾル形成体の含有量は、乾燥重量基準で５パーセント
を超えてもよい。
【００４３】
　固体エアロゾル形成基体のエアロゾル形成体の含有量は、乾燥重量基準でおよそ５パー
セント～およそ３０パーセントであってもよい。
【００４４】
　固体エアロゾル形成基体のエアロゾル形成体の含有量は、乾燥重量基準でおよそ２０パ
ーセントであってもよい。
【００４５】
　液体エアロゾル形成基体は、加熱に伴い液体から放出される揮発性のたばこ風味化合物
を含む、たばこ含有材料を含んでもよい。液体エアロゾル形成基体は非たばこ材料を含ん
でもよい。液体エアロゾル形成基体は水、溶媒、エタノール、植物エキス、および天然の
風味または人工の風味を含んでもよい。液体エアロゾル形成基体はエアロゾル形成体を含
むことが好ましい。適切なエアロゾル形成体としては、プロピレングリコール、トリエチ
レングリコール、１，３－ブタンジオール、およびグリセリンなどの多価アルコールまた
はその混合物が挙げられる。
【００４６】
　液体エアロゾル形成基体はニコチンを含んでもよい。
【００４７】
　液体エアロゾル形成基体はニコチンを含まなくてもよい。こうした実施形態において、
気化された液体エアロゾル形成基体は、固体エアロゾル形成基体から一つ以上の揮発性化
合物を揮散するために、使用中に固体エアロゾル形成基体を通して引き出されてもよい。
気化された液体エアロゾル形成基体は、固体エアロゾル形成基体からニコチンを揮散して
もよい。脱プロトン化ニコチンを含有するたばこを含む固体エアロゾル形成基体は、液体
エアロゾル形成基体がニコチンを含まない実施形態に特に適切である場合がある。
【００４８】
　存在する場合には、第二のエアロゾル形成基体は、本明細書で説明されている固体エア
ロゾル形成基体および液体エアロゾル形成基体のうちのいずれかを含んでもよい。第二の
エアロゾル形成基体の組成は、液体エアロゾル形成基体および固体エアロゾル形成基体の
各々の組成とは異なることが好ましい。
【００４９】
　電気ヒーターは抵抗加熱コイルを備えてもよい。
【００５０】
　電気ヒーターは抵抗加熱メッシュを備えてもよい。
【００５１】
　抵抗加熱メッシュは複数の導電性フィラメントを備えてもよい。導電性フィラメントは
実質的に平面であってもよい。本明細書で使用される「実質的に平坦」とは、単一の平面
内に形成され、かつ湾曲した形状もしくはその他の非平面形状に巻かれない、または湾曲
した形状もしくはその他の非平面形状に合うように適合されないことを意味する。平坦な
加熱メッシュは、製造中に簡単に取り扱うことができ、かつ頑丈な構造を提供する。
【００５２】
　導電性フィラメントはフィラメントの間に隙間を画定してもよく、また隙間は約１０マ
イクロメートル～約１００マイクロメートルの幅を有してもよい。フィラメントは、使用
時に液体エアロゾル形成基体が隙間の中へと引き出されるように隙間内に毛細管作用を生
じさせて、ヒーター組立品と液体の間の接触面積が増えることが好ましい。
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【００５３】
　導電性フィラメントは１６０～６００メッシュＵＳ（±１０％）（すなわち、１インチ
当たりのフィラメント数が約１６０～約６００個（±１０％））のサイズのメッシュを形
成してもよい。隙間の幅は約７５マイクロメートル～約２５マイクロメートルであること
が好ましい。メッシュの総面積に対する隙間の面積の比であるメッシュの開口面積の割合
は約２５パーセント～約５６パーセントであることが好ましい。メッシュは、異なるタイ
プの織り構造または格子構造を使用して形成されてもよい。導電性フィラメントは、互い
に平行に配列されたフィラメントのアレイであってもよい。
【００５４】
　導電性フィラメントは約８マイクロメートル～約１００マイクロメートルの直径を有し
てもよく、約８マイクロメートル～５０マイクロメートルの直径を有することが好ましく
、約８マイクロメートル～約３９マイクロメートルの直径を有することがより好ましい。
【００５５】
　抵抗加熱メッシュは、約２５平方ミリメートル以下の面積を覆ってもよい。抵抗加熱メ
ッシュは長方形であってもよい。抵抗加熱メッシュは正方形であってもよい。抵抗加熱メ
ッシュは、約５ミリメートル×約２ミリメートルの寸法を有してもよい。
【００５６】
　導電性フィラメントは任意の適切な導電性材料を含んでもよい。適切な材料としては、
ドープされたセラミックなどの半導体、「導電性」のセラミック（例えば、二ケイ化モリ
ブデンなど）、炭素、黒鉛、金属、合金、およびセラミック材料・金属材料で作製された
複合材料が挙げられるが、これらに限定されない。こうした複合材料は、ドープされたセ
ラミックまたはドープされていないセラミックを含んでもよい。適切なドープされたセラ
ミックの例としては、ドープ炭化ケイ素が挙げられる。適切な金属の例としては、チタン
、ジルコニウム、タンタル、および白金族の金属が挙げられる。適切な合金の例には、ス
テンレス鋼、コンスタンタン、ニッケル含有、コバルト含有、クロム含有、アルミニウム
含有、チタン含有、ジルコニウム含有、ハフニウム含有、ニオビウム含有、モリブデン含
有、タンタル含有、タングステン含有、スズ含有、ガリウム含有、マンガン含有、および
鉄含有の合金、およびニッケル、鉄、コバルト、ステンレス鋼系の超合金、Ｔｉｍｅｔａ
ｌ（登録商標）、鉄－アルミニウム系合金および鉄－マンガン－アルミニウム系合金が挙
げられる。Ｔｉｍｅｔａｌ（登録商標）は、Ｔｉｔａｎｉｕｍ　Ｍｅｔａｌｓ　Ｃｏｒｐ
ｏｒａｔｉｏｎの登録商標である。フィラメントは一つ以上の絶縁体で被覆されていても
よい。導電性フィラメント用の好ましい材料は、３０４、３１６、３０４Ｌ、および３１
６Ｌステンレス鋼、ならびに黒鉛である。
【００５７】
　抵抗加熱メッシュの電気抵抗は、約０．３～約４オームであることが好ましい。メッシ
ュの電気抵抗は約０．５～約３オームであることがより好ましく、約１オームであること
がより好ましい。
【００５８】
　電気ヒーターが抵抗加熱コイルを備える実施形態において、コイルのピッチは約０．５
ミリメートル～約１．５ミリメートルであることが好ましく、約１．５ミリメートルであ
ることが最も好ましい。コイルのピッチは、コイルの隣接した巻きの間隔を意味する。コ
イルは６回未満の巻き数を備えてもよく、５回未満の巻き数を有することが好ましい。コ
イルは、約０．１０ミリメートル～約０．１５ミリメートル、好ましくは約０．１２５ミ
リメートルの直径を有する電気抵抗性のあるワイヤーで形成されてもよい。電気抵抗性の
あるワイヤーは、９０４または３０１ステンレス鋼で形成されることが好ましい。他の適
切な金属の例としては、チタン、ジルコニウム、タンタル、および白金族の金属が挙げら
れる。他の適切な合金の例には、コンスタンタン、ニッケル含有、コバルト含有、クロム
含有、アルミニウム含有、チタン含有、ジルコニウム含有、ハフニウム含有、ニオビウム
含有、モリブデン含有、タンタル含有、タングステン含有、スズ含有、ガリウム含有、マ
ンガン含有、および鉄含有合金、ならびにニッケル、鉄、コバルト、ステンレス鋼系の超
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合金、Ｔｉｍｅｔａｌ（登録商標）、鉄－アルミニウム系合金および鉄－マンガン－アル
ミニウム系合金が挙げられる。抵抗加熱コイルはまた、リボンの形態で提供される金属箔
（アルミ箔など）を含んでもよい。
【００５９】
　エアロゾル発生システムはマウスピースを備えてもよい。マウスピースは、カートリッ
ジの部分を形成してもよい。マウスピースは、カートリッジとは別個に形成されてもよく
、またカートリッジおよび気化器セクションのうちの少なくとも一つへの取り付けのため
に構成されてもよい。マウスピースは、使用中にカートリッジ空気出口と流体連通するよ
うに構成されたマウスピース空気出口を備えることが好ましい。
【００６０】
　電源は電池を備えてもよい。例えば、電源はニッケル水素電池、ニッケルカドミウム電
池、またはリチウム系電池（例えば、リチウムコバルト電池、リン酸鉄リチウム電池、ま
たはリチウムポリマー電池）であってもよい。別の方法として、電源はコンデンサーなど
別の形態の電荷蓄積装置であってもよい。電源は再充電を必要とする場合があり、またエ
アロゾル発生装置を二つ以上のカートリッジとともに使用するのに十分なエネルギーを蓄
積できる容量を有してもよい。
【００６１】
　電源セクションは、電源から電気ヒーターへの電力の供給を制御するためのコントロー
ラを備えることが好ましい。
【００６２】
　添付図面を参照しながら、例証としてのみ、本発明をさらに説明する。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】図１は、本発明の第一の実施形態によるエアロゾル発生システムの第一の斜視図
を示す。
【図２】図２は、図１のエアロゾル発生システムの第二の斜視図を示す。
【図３】図３は、カートリッジが、異なる回転配向でくぼみの中へと挿入されている図１
のエアロゾル発生システムの断面図を示す。
【図４】図４は、カートリッジが、異なる回転配向でくぼみの中へと挿入されている図１
のエアロゾル発生システムの断面図を示す。
【図５】図５は、カートリッジが、異なる回転配向でくぼみの中へと挿入されている図１
のエアロゾル発生システムの断面図を示す。
【図６】図６は、本発明の第二の実施形態によるカートリッジを示す。
【図７】図７は、図６のカートリッジを備えるエアロゾル発生システムを示す。
【図８】図８は、本発明の第三の実施形態によるカートリッジの斜視図を示す。
【図９】図９は、図８のカートリッジの分解組立図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００６４】
　図１～５は、本発明の第一の実施形態によるエアロゾル発生システム１０を示す。エア
ロゾル発生システムは、気化器セクション１４に接続された電源セクション１２と、電源
および気化器セクション１２、１４とは別個のカートリッジ１６とを備える。気化器セク
ション１４は、カートリッジ１６の上流端を受容するためのくぼみ２０を画定する気化器
ハウジング１８を備える。
【００６５】
　電源セクション１２は、空気を電源セクション１２の中へと入れるためのシステム空気
吸込み口２２、コントローラ２４、および電源２６を備える。
【００６６】
　気化器セクション１４は、電源セクション１２から空気を受容するための気化器空気吸
込み口２７、気化器空気吸込み口２６とその上流端で流体連通する気流通路２８、および
気流通路２８の下流端と流体連通する気化器空気出口３０を備える。気化器空気出口３０
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は半円形形状を有し、かつカートリッジ気化器ハウジング１８の壁部分３１によって形成
され、壁部分３１はまた、くぼみ２０の上流端壁を形成する。
【００６７】
　気化器セクション１４は、気流通路２８の外側に位置付けられた環状の多孔性担体材料
３４の中へと収着された液体エアロゾル形成基体３２をさらに備える。毛細管芯３６は、
多孔性担体材料３４と接触して位置付けられた第一の端および第二の端と、気流通路２８
の中に位置付けられた中央部分とを備える。液体エアロゾル形成基体３２は、毛細管芯３
６に沿った毛細管作用によって、多孔性担体材料３４から毛細管芯３６の中央部分に吸い
出される。
【００６８】
　気化器セクション１４はまた、毛細管芯３６の中央部分の周囲に巻かれた抵抗加熱コイ
ルを備える電気ヒーター３８を備える。エアロゾル発生システム１０の作動中、コントロ
ーラ２４は、電源２６から電気ヒーター３８への電気エネルギーの供給を制御して、毛細
管芯３６の中央部分からの液体エアロゾル形成基体３２を加熱および気化する。
【００６９】
　カートリッジ１６は、カートリッジ空気吸込み口４２およびカートリッジ空気出口４４
を画定するカートリッジハウジング４０を備える。カートリッジ空気吸込み口４２は、半
円形形状を有し、カートリッジハウジング４０の上流壁部分４５によって形成されている
。固体エアロゾル形成基体４６は、カートリッジ空気吸込み口４２とカートリッジ空気出
口４４との間でカートリッジハウジング４０の中に位置付けられている。メッシュフィル
ター４８は、カートリッジ空気吸込み口４２およびカートリッジ空気出口４４を横切って
延び、固体エアロゾル形成基体４６をカートリッジハウジング４０内に保持してもよい。
マウスピース５０はカートリッジ１６の下流端に形成され、マウスピース５０はカートリ
ッジ空気出口４４と流体連通するマウスピース空気出口５２を有する。
【００７０】
　エアロゾル発生システム１０の使用中、空気はシステム空気吸込み口２２を通してシス
テムの中へと引き出され、気化器空気吸込み口２７を通り、かつ気化された液体エアロゾ
ル形成基体３２が気流内に同伴される気流通路２８の中へと引き出される。その後、気流
は気化器空気出口３０を通って流れ、カートリッジ空気吸込み口４２を経由してカートリ
ッジ１６の中へと流れ、かつ固体エアロゾル形成基体４６を通って流れ、そこで固体エア
ロゾル形成基体４６からの揮発性化合物は気流内に同伴される。その後、気流は、カート
リッジ空気出口４４を通って流れ、マウスピース空気出口５２を通ってエアロゾル発生シ
ステム１０の外に流れて、気化された液体エアロゾル形成基体３２および固体エアロゾル
形成基体４６からの揮発性化合物をユーザーに送達する。
【００７１】
　エアロゾル発生システム１０を通る気流を変えるために、例えばエアロゾル発生システ
ム１０の引き出し抵抗を変えるために、ユーザーは気化器セクション１４に対するカート
リッジ１６の回転配向を変えることができる。図３～５（各々がカートリッジ１６の異な
る回転配向を示す）に示す通り、カートリッジ１６の回転配向を変えると、半円気化器空
気出口３０と半円カートリッジ空気吸込み口４２との間の重複の量が変わる。図３は、気
化器空気出口３０とカートリッジ空気吸込み口４２との間に完全な重複がある回転配向を
図示し、これは最小の引き出し抵抗を提供する。図４は、気化器空気出口３０とカートリ
ッジ空気吸込み口４２との間に部分的な重複がある回転配向を図示し、これは図３の回転
配向と比較した時に引き出し抵抗を増大させる。図５は、カートリッジハウジング４０の
上流壁部分４５が気化器空気出口３０を遮るように、気化器空気出口３０とカートリッジ
空気吸込み口４２との間に重複が無い回転配向を図示する。従って、図５に示す回転配向
では、エアロゾル発生システム１０を通る気流が防止され、これはエアロゾル発生システ
ム１０が使用されていない時に望ましい場合がある。
【００７２】
　気化器セクション１４に対するカートリッジ１６の相対回転をユーザーに示すために、
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第一のしるし６２がカートリッジハウジング４０上に提供されていて、また第二のしるし
６４が気化器ハウジング１８上に提供されている。
【００７３】
　図６は、本発明の第二の実施形態による代替的なカートリッジ１１６を示す。カートリ
ッジ１１６は、図１～５に示すカートリッジ１６と類似していて、同様の部分を指定する
ために同様の参照符号が使用されている。
【００７４】
　カートリッジ１１６は、カートリッジハウジング１４０の形状によって、カートリッジ
１６とは異なる。図１～５に示す第一の実施形態において、カートリッジハウジング４０
は、任意の回転配向でカートリッジ１６をくぼみ２０の中へと挿入できるように、円形断
面形状を有する。図６に示す第二の実施形態において、カートリッジ１１６は、複数の平
面状の面１４１を画定する多角形の断面形状を有するカートリッジハウジング１４０を含
む。カートリッジハウジング１４０の多角形形状は、エアロゾル発生システムの気化器セ
クションに対するカートリッジ１１６の回転配向を制限する。
【００７５】
　図７は、カートリッジ１１６を備えるエアロゾル発生システム１００を示す。エアロゾ
ル発生システム１００は、図１～５を示されたエアロゾル発生システム１０と類似してい
て、同様の部分を指定するために同様の参照符号が使用されている。
【００７６】
　エアロゾル発生システム１００は、くぼみ１２０の形状によって、エアロゾル発生シス
テム１０とは異なる。特に、くぼみ１２０は、カートリッジハウジング１４０の多角形断
面形状と一致する多角形断面形状を有する。くぼみの多角形形状は、気化器セクション１
４に対するカートリッジ１１６の回転配向を複数の個別の回転配向に制限する。この配置
は、気化器空気出口３０とカートリッジ空気吸込み口４２との間の所定の量の重複に各々
対応する複数の所定の回転配向の中からユーザーが選ぶことを可能にする。
【００７７】
　図８および９は、本発明の第三の実施形態によるカートリッジ２１６を示す。カートリ
ッジ２１６は、図１～５に示すカートリッジ１６と類似していて、同様の部分を指定する
ために同様の参照符号が使用されている。カートリッジ２１６は、図１～５に示す電源セ
クション１２および気化器セクション１４とともに使用されてもよい。
【００７８】
　カートリッジ２１６は、カートリッジハウジング２４０の形状によって、カートリッジ
１６とは異なる。図１～５に示す第一の実施形態において、カートリッジハウジング４０
は、固体エアロゾル形成基体４６が中に位置付けられている単一の区画を画定する。図８
および図９に示す第三の実施形態において、カートリッジハウジング２４０は、固体エア
ロゾル形成基体４６が中に位置付けられている第一の区画２６０と、第二のエアロゾル形
成基体２４６が中に位置付けられている第二の区画２６２とを画定する。第二のエアロゾ
ル形成基体２４６は、固体エアロゾル形成基体４６および液体エアロゾル形成基体３２と
は異なる。
【００７９】
　カートリッジ２１６のカートリッジ空気吸込み口は、第一の区画２６０の上流端と流体
連通する第一のカートリッジ空気吸込み口２４２と、第二の区画２６２の上流端と流体連
通する第二のカートリッジ空気吸込み口２４３とを備える。カートリッジ２１６のカート
リッジ空気出口は、第一の区画２６０の下流端と流体連通する第一のカートリッジ空気出
口２４４と、第二の区画２６２の下流端と流体連通する第二のカートリッジ空気出口２４
５とを備える。使用中に、気化器セクション１４に対するカートリッジ２１６の回転配向
を変えて、気化器空気出口３０と第一のカートリッジ空気吸込み口２４２および第二のカ
ートリッジ空気吸込み口２４３の各々との間の重複の量を変えてもよい。従って、気化器
セクション１４に対するカートリッジ２１６の回転配向を変化させることは、第一の区画
２６０および第二の区画２６２の各々を通る気流の相対量をユーザーが変えることを可能
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図８】
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【要約の続き】
（１６）および気化器セクション（１４）は、気化器セクション（１４）がカートリッジ（１６）を受容する時にカ
ートリッジハウジング壁部分（４５）が気化器ハウジング壁部分（３１）に当接するように構成されている。気化器
セクション（１４）に対するカートリッジ（１６）の回転方向は可変であり、カートリッジ空気吸込み口（４２）と
気化器空気出口（３０）との間の重複の量は、異なる回転配向の間で可変である。電源セクション（１２）は、電力
を電気ヒーター（３８）に供給するための電源（２６）を備える。
【選択図】図３
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